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市民審議会 国民投票問題に関するレジュメ 

２０１９０４２２ 山口真美 

第１ 広報周知 

１ 国民投票広報協議会 

＜現行法＞ 

(1) 国民投票広報協議会の設置（投 11 条、国 102 条の 11、12） 

(2) 基本的な役割（投 14 条） 

① 国民投票公報の原稿の作成 

② 投票記載所に掲載する改正案の要旨の作成 

③ 憲法改正の広報放送、新聞による広報広告に関する事務 等 

(3) 構成（投 12 条） 

・委 員 各院 10 名、会派の割合に応じて選任、反対会派少なくとも 1 名 

・定足数 7 名 

・議 決 3 分の 2 以上の多数で決する 

(4) 投 14 条 2 項の定め 

・広報活動は客観的かつ中立的に行い、賛否の取り扱いは公平かつ平等に行う 

＜現行法の問題点＞ 

・第三者機関による運営あるいは第三者機関による監視がない。 

・委員の構成が会派の割合に応じているため、改正賛成派が 3 分の 2 を占める構成。 

⇒ 中立性、公平性の制度的保障、少数会派尊重ルールの制定が必要 

＜改正・改善の方向性＞ 

(1) 協議会の構成の改正。例えば、賛否のバランスをとる、外部委員の選任等 

(2) 少数会派尊重ルールの制定 

(3) 議事公開ルールの策定 

２ 国民投票公報 

＜現行法＞ 

(1) 担当機関 

・国民投票公報協議会が作成 

(2) 内容 

 憲法改正案・憲法改正案要旨、憲法改正案に関する新旧対照表その他の参考と

なるべき事項に関する分かりやすい説明 

(3) 方法 

・投票日の 10 日前に印刷・配布 

＜現行法の問題点＞  

(1) 運用基準（実施概要）がない 

＜改正・改善の方向性＞ 

(1) 運用基準（実施概要）の作成 
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３ 国民投票広報 

＜現行法＞ 

(1) 担当機関 

  国民投票広報協議会 

(2) 内容 

 ラジオ放送又はテレビジョン放送、新聞広告により、憲法改正案及びその要旨

等の広報を行う（投 106 条、投 107 条） 

＜現行法の問題点＞ 

(1) 運用基準（実施概要）がない 

＜改正・改善の方向性＞ 

(1) 運用基準（実施概要）の作成 

 

第２ 国民投票運動 

１ 定義（投 101条） 

 憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為 

２ 原則 

(1) 公職選挙法の適用はない 

 主体の制限を除き（投 101、102）、原則として自由 

 期間、主体の年齢、文書図画、自動車・拡声器等の使用、戸別訪問、署名運動等

の手段や方法に係る制限はない。 

(2) 政治活動との関係 

 国民投票運動は政治活動に包含されるが、選挙と国民投票の実施時期が重なった

場合、公職選挙法の選挙運動期間中における政党その他の政治活動を行う団体の政

治活動の規制が国民投票運動に及ばないよう調整される（投 108 条） 

３ 問題点 

 選挙運動と異なり、人ではなく政策の選定であり、候補者に相当するものがなく、

選挙区もない。そのため、①十分な情報の流通の保障、特に一般国民の意見表明の機

会の積極的な保障や②公平なアクセスの保障、特に賛否の取扱いの公平性の担保が選

挙区内での選挙に比べて難しい。 

 よって、選挙に関する公選法の規制とは異なる観点からの特別な規制と助成を要す

る。 

４ 規制（有料意見広告） 

＜現行法＞ 

(1) 原則 

 投票日前 14 日の国民投票運動のための広告放送の制限（投 105 条） 

 全期間を通じて意見表明広告放送は無制限 

(2) 例外 
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① 国民投票公報協議会による放送、新聞広告（投 106 条、投 107 条） 

② 政党等による放送、新聞広告（投 106 条、投 107 条） 

ア 政党等とは（投 106 条 2 項） 

 一人以上の衆議院議員又は参議院議員が所属する政党その他の政治団体で

あって両議院の議長が協議して定めるところにより協議会に届け出たものを

いう。 

イ 内容 

ⅰ 無料で放送（広告）ができる 

ⅱ ⅰの放送のための録音又は録画を一定額については無料で行うことがで

きる 

ⅲ 賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して同一の時間数及び同等の

時間帯（同一の寸法及び回数）を与える等同等の利便を提供しなければな

らない 

ⅳ 放送（広告）の一部を指名する団体に行わせることができる 

③ 国民投票に関する放送についての留意点（投 104 条） 

＜現行法の問題点＞ 

(1) 一般国民の意見表明の機会等が積極的に保障される制度がない。 

(2) 広報の機会を政党に限定することは不適切。国民の意思が政党の政策に収れん

されるわけではない。政党の政策と改正案が必ずしも一致するわけでもない。同

じ政党の中でも改正案の内容によっては賛否が分かれることがある。 

(3) 有料意見広告（圧倒的な影響力がある TVCM 等）について賛否の取り扱いの

公平性が保たれるか懸念が大きい。スポット・コマーシャル枠の購入価格が多額

であり、事実上の独占状態にある現状に鑑みれば、資金力があり、枠を独占する

企業とのコネクションのある運動者に極めて有利な運動手段となりうる。 

＜改正・改善の方向性＞ 

(1) 有料意見広告は全面禁止 

 国民投票運動の全期間を通じて、国民投票ＣＭ（国民投票運動ＣＭ、意見表明

ＣＭ）禁止 

◇ イギリス・モデル 

 「2003 年通信法」は、政治的宣伝を商業放送で行うことを禁止。選挙やレファ

レンダムの結果に影響を与える宣伝、及びそれらの活動を主として行う者が実施

する、又は当該者のために行われる宣伝を含む。よって、テレビ・ラジオのスポ

ット・コマーシャルは全面禁止 

(2) 「放送通信分野の規制に関する独立行政機関」の設立 

 政府から独立した独立行政機関を設立し、国民投票に関する報道、意見広告等

に関する準則を定め、準則に基づいて監督・是正を行う。 

＊ 組織構成、任命方法、予算、権限等について諸外国の例をみつつ、制度設計
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することが望ましい。 

５ 規制（費用規制） 

＜現行法＞ 

(1) 国民投票運動に係る費用についての規制なし 

＜現行法の問題点＞ 

(2) 資金力の差による不公平が生じる 

＜改正・改善の方向性＞ 

(1) 国民投票運動の費用規制 

① 運動の費用について上限を設ける 例えば１～５億円 

② 一定額以上を支出する者（個人、団体）について登録 例えば１００万 

③ 一定額以上を支出する者（個人、団体）について収支報告を義務づける  

例えば、運動費用の上限を１億円とし、 

１００万以上支出する者は中央選管に登録し、投票期日から３ヶ月以内

に収支報告を義務づける。 

◇ イギリス・モデル 

 国民投票期間中に運動の費用として 1 万ポンドを超える支出をする者（個人、

団体）は、選挙委員会に登録。登録運動者の支出の上限は 70 万ポンド。登録し

ない者は 1 万ポンド以下なら自由。政党は、直近の国政選挙における得票率に

応じて上限が設定。 

 主導運動者（代表団体）を申請者から認定。支出の上限 700 万ポンド。放送

広告、郵便の無償送付が認められる。 

６ 規制（公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止） 

＜現行法＞（投 103 条） 

(1) 公務員等の国民投票運動の制限 

 公務員等は、その地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響

力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。 

(2) 教育者の国民投票運動の制限 

 教育者は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位にあるために特に

国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をす

ることができない。 

＜現行法の問題点＞ 

(1) 地位利用の範囲が曖昧 

(2) 罰則なし。但し、懲戒処分の対象となるおそれがある 

＜改正・改善の方向性＞ 

(1) 地位利用、影響等の構成要件を厳格にする法改正を行う。 

７ 規制（国民投票犯罪 ～組織的多数人買収及び利害誘導罪） 

＜現行法＞ 
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 以下の場合、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金(投 109 条) 

① 組織により、多数の投票人に対し、改正案に対する賛成又は反対の投票をし又

はしないようその旨を明示して勧誘し、投票をし又はしないことの報酬として、金

銭若しくは改正案に対する賛成・対の投票をし若しくはしないことに影響を与える

に足りる物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与をし、若しくはその

供与の申込み若しくは約束をし、又は改正案に対する賛成・反対の投票をし若しく

はしないことに影響を与えるに足りる供応接待をし、若しくはその申込み若しくは

約束をしたとき。 

② 組織により、多数の投票人に対し、改正案に対する賛成・反対の投票をし又は

しないようその旨を明示して勧誘し、投票をし又はしないことの報酬として、その

者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、

債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して改正案に対する賛成・反対の投票

をし又はしないことに影響を与えるに足りる誘導をしたとき。 

③ 前二号に掲げる行為をさせる目的をもって国民投票運動をする者に対し金銭若

しくは物品の交付をし、若しくは交付の申込み若しくは約束をし、又は国民投票運

動をする者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したと

き。 

＜現行法の問題点＞ 

(1) 構成要件が不明確（組織、多数、影響を与えるに足りる、物品、勧誘、誘導、

供応接待、関係のある等々） 

(2) 恣意的な取り締まりの危険、萎縮効果 

＜改正・改善の方向性＞ 

(1) 構成要件を厳格化する法改正を行う。 

８ 助成 

＜現行法＞ 

(1) 国民投票運動に対する助成をする制度なし 

＜現行法の問題点＞ 

(1) 一般国民の意見表明の機会の積極的な保障はない 

＜改正・改善の方向性＞  

 公共放送又は民間商業放送が一定のルール（配分時間、放送局、放送時間帯、相

互間の公平性への配慮）に従って放送枠を運動者に無償で与えるという制度（例え

ば、レファレンダム運動放送）をつくる。 

 例えば、 

(1) 公共放送に一定のルールに従った放送枠を設定し、登録者の中から賛否同数で

運動者を選択し、選ばれた者に意見表明の機会を無償で与える。 

(2) 民間商業放送の一定のルールに従った放送枠について国が助成して、登録者の

中から賛否同数の運動者を選択し、選ばれた者に意見表明の機会を無償で与える。 
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(3) 登録者の中から人口比を基に区分けした一定数の区域ごとに、賛否同数で運動

者を選択し、それぞれに指定区域内への郵便の無償送付、公の集会開催のための

会場の無償利用を認める。 

(4) 上記の(1)(2)については国民投票運動の適正公平を保障する運用ルール(賛否

の平等取扱い、投票運動として流されている有料広告であることの明示義務の履

行、ネガティブキャンペーンや誹謗中傷・虚偽報道に関する倫理基準の順守など）

を作成し、「放送通信分野の規制に関する独立行政機関」の監督・是正を受ける 

◇ イギリス・モデル 

 「2000 年政党、選挙及びレファレンダムに関する法律」において、「レファレ

ンダム運動放送」と呼ばれる無償広告放送枠が運動者に与えられる。 

 選挙委員会が定める指定運動者に限定。レファレンダムの結果の種別ごとに 1

者ずつ全体で複数の者が定められる。（108 条） 

 郵便の無償送付。公の集会開催のための会場の無償利用。レファレンダム運動

放送の権利を付与。（110 条、127 条） 

◇ フランス・モデル 

① 無償広告放送枠の付与 

 一定の要件を満たす政党及び政治団体に対して無償広告放送の枠が付与され

る。 

 付与される放送枠の長さは所属国会議員数等を基に決定。放送日時はくじ引き

を用いて視聴覚高等評議会（放送・通信に関する独立の規制・監督機関）が決定。 

 国民投票の手続はデクレ（行政命令）によって定まる。例えば、「国民投票の

ための投票運動に関する 2005 年 3 月 17 日デクレ第 205-238 号」。 

 第 3 条により、投票運動者として認定されるのは、一定数（5 人以上）の下院

議員（若しくは上院議員）を有しているか、又は直近の全国レベルの選挙におい

て一定数の得票率（5％以上）を得た政党又は政治団体に限定。 

 第 5 条により、放送枠を配分。公共放送のテレビ・ラジオで、全体で 140 分ま

での無償放送枠の使用ができる。まず各選定運動者に対して 10 分間が均等に配

分。残余の時間が半分は国会議員数、半分は直近の全国レベルの選挙における得

票数を基にして比例配分。 

② 番組内容の規制 

 「2005 年 5 月 29 日執行の国民投票の公的投票運動に係る番組の制作、編集及

び放送の条件に関する 2005 年 4 月 12 日決定台 2005-134 号」 

 4 条 2 項により、公の秩序の保障、誹謗中傷の禁止、プライバシーの保護を定

める。 

 4 条 3 項により、①公の建造物の中での撮影の禁止、②国又は欧州の標章の使

用の禁止、③国又は欧州の歌の使用禁止を定める。 

 5 条により、無償電話番号の周知禁止。例えば、通話料が無料となる電話番号
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を用いて自動アナウンスで選挙宣伝を行うことを禁じるもの。 

◇ 韓国 

 政党に指名された演説者が国民投票運動期間中、テレビ・ラジオを通じて国民

投票運動のための演説を行うことが可能。 

 放送回数は、発議された改正・改善の方向性に対して賛成・反対の各派毎に 3

回まで。演説時間は 1 回当たり 20 分まで。費用はすべて国庫負担。 

 これ以外に韓国放送公社が 1 回 120 分以内の対談・討論番組を放送。退団・討

論は 2 回以上執り行われ、政党に指名された演説者が 2 名以上参加・費用は韓国

放送公社が負担。 

 

第３ 投票 

１ 投票方法 

＜現行法＞ 

(1) 憲法改正原案の発議にあたっては内容において関連する事項ごとに区分して

行う（国会法 68 条の 3） 

(2) 投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに一人一票（投 47 条） 

⇒ 内容関連事項ごとの原案提出と投票 

＜現行法の問題点＞ 

(1) 個別の憲法政策ごとに民意を問うという要請からはできるだけ細かく区分す

ることが望ましい。他方、相互に矛盾のない憲法体系を構築するという要請か

らは細かく区分しすぎないことが望ましい。この線引きが不明瞭。 

＜改正・改善の方向性＞ 

(1) 内容関連事項についてルールづくりを行う。 

２ 投票環境 

＜現行法の問題点＞ 

(1) ２０１５年から２０１６年にかけて投票環境の向上等を内容とする公選法の

改正が行われたが、国民投票法については未整備 

＜改正・改善の方向性＞ 

(1) 公選法にあわせた投票環境の整備 

 ①共通投票所（期日前投票の期間中）の設置 

 投票当日に市町村内のいずれの投票区に属する投票人も投票できる共通投票

所を設ける。 

 ②期日前投票の自由の追加、期日前投票所の増設、開閉時間の弾力化 

 期日前投票事由に「天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であ

ること」を追加。期日前投票所を増設する。開始時間の 2 時間以内の繰上及び

終了時刻の 2 時間以内の繰下げを可能とする。 

 ③選挙人に同伴することもが投票所に出入り可能であることの明確化 
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 「幼児」から「児童、生徒その他の 18 歳未満の者」に拡大 

 ④洋上投票の対象の拡大 

 実習船に乗る学生、生徒、及び、便宜置籍船に乗る船員に対する洋上投票の

対象拡大 

 ⑤選挙人名簿の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設 

 個人情報保護のため閲覧できる場合を限定し、明確化。不正閲覧対策。 

 ⑥繰延投票期日の告示期限の短縮 

 天災等で投票を行うことができない時又はさらに投票を行う必要があるとき

に行う繰延投票の期日の告示について 5 日前に行うこととされていたものを少

なくとも 2 日前までに行えばたりるとすること 

 ⑦出国時申請に伴う在外選挙人名簿登録の空白の救済 

 国民投票の投票日の 50 日前の登録基準日直前に出国した場合に名簿に反映

されない場合があることかあ、この谷間を埋める 

 ⑧郵便投票の対象拡大 

 

第４ 成立要件 

＜現行法＞ 

(1) 最低投票率等の定めがない 

＜現行法の問題点＞ 

(1) 低い投票率で憲法改正が成立するおそれがある 

(1) 全有権者の過半数に達しない得票で憲法改正が成立するおそれがある 

＜改正・改善の方向性＞  ※南部義典氏の資料参照 

(1) 最低投票率あるいは絶対得票率の規定を設ける 

 最低投票率制度（投票率があらかじめ定められた水準を下回ると投票自体を不

成立とする）あるいは絶対得票率制度(全有権者数に対する賛成投票数の割合が一

定水準を下回ると不成立とする）の制度を設ける 

＊ 最低投票率と絶対得票率の違い 

最低投票率 40％とした場合、例えば、投票率 41％であれば賛成 21％、反対 19

％、60％棄権、すなわち全有権者の 21％の賛成で成立 

 他方、絶対得票率 40％とした場合、投票率に関係なく全有権者の 40％以上の賛

成が必要 

以上 


